
令和５年度 第１回 二宮町子ども・子育て会議 次第 

 

日時 ： 令和５年 11 月 29 日（水） 

午後２時より 

場所 ： 二宮町町民センター３Ｂクラブ室 

 

１ 開 会 

２ 委嘱状交付 

３ 町長あいさつ 

４ 自己紹介 

５ 会長及び副会長の選出 

６ 議 題 

（１）子ども・子育て会議の運営について         資料１ 資料２ 

（２）第３期二宮町子ども・子育て支援事業計画について  資料３～資料７ 

（３）その他 

 

７ 閉 会 

 

 

【配布資料等】 

資料１   二宮町子ども・子育て会議条例 

資料２   二宮町子ども・子育て会議スケジュール 

資料３   二宮町子ども・子育て支援事業計画アンケート調査の概要について  

資料４   二宮町子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール 

資料５   「こども基本法とは？」パンフレット 

資料６   二宮町子ども・子育てに関するアンケート調査（就学前児童） 

資料７   二宮町子ども・子育てに関するアンケート調査（就学児童） 

参 考   二宮町子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和６年度） 
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二宮町子ども・子育て会議条例 

 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。）第 72

条第１項の規定に基づき、二宮町子ども・子育て会議（以下「会議」という。）を設

置する。 

（所掌事務） 

第２条 会議は、法第 72条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。 

（組織） 

第３条 会議は、委員 15人以内で組織する。 

２ 会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

（１） 子どもの保護者 

（２） 教育、保育等の関係者 

（３） 地域活動の関係者 

（４） その他町長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 会議に会長及び副会長を 1人置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出さ

れていないときの会議の招集は、町長が行う。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

 （意見等の聴取） 

第７条 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求

め、その説明又は意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第８条 会議の庶務は、健康福祉部子育て・健康課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議

に諮って定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 25年７月１日から施行する。 

 （特別職員報酬費用弁償の額並びに支給方法条例の一部改正） 

２ 特別職員報酬費用弁償の額並びに支給方法条例（昭和 31 年二宮町条例第 60 号）

の一部を次のように改正する。 

  別表第１町民活動推進委員の項の次に次のように加える。 

子ども・子育て会議委員 〃    ６，２００円 

資料１   
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子ども・子育て支援法（抜粋） 

 

（市町村等における合議制の機関） 

第 72条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審

議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。  

（１）特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第 31条第２項に規定する事項を

処理すること。  

 

 

 

 

 

（２）特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第 43条第２項に規定する事項を

処理すること。  

 

 

 

 

 

（３）市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第 61条第７項に規定する事項を処

理すること。  

 

 

 

 

（４）当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推

進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。  

 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の

子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。  

 

３ 前２項に定めるもののほか、第１項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な

事項は、市町村の条例で定める。  

 

   （第４項及び第５項省略） 

☞ 市町村長は、設置者の申請により教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保

育所）の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第 72 条第 1 項の審議

会を設置している場合には、その意見を聴かなければならない。 

☞ 市町村長は、事業者の申請により地域型保育事業所（事業所内保育、小規模保

育等）の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第 72 条第 1 項の審議

会を設置している場合には、その意見を聴かなければならない。 

☞ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとする

ときは、あらかじめ第 72 条第 1 項の審議会を設置している場合には、その意見

を聴かなければならない。 



二宮町子ども・子育て会議のスケジュール 

 

子ども・子育て支援事業計画 5 カ年計画 （令和２年度～令和６年度） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

第２期計画策定 

【P】 

施策・事業の 

実施【D】 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の 

実施【D】 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の 

実施【D】 

 

 

 

 

計画策定準備

（アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の 

実施【D】 

 

 

 

次期計画策定 

【P】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の 

実施【D】 

【P】Plan（計画の策定）⇒【D】Do（計画の推進）⇒【C】Check（実施状況等の点検・評価）

⇒【A】Act（事業の継続・拡充、計画の見直し） 

 

 

令和５年度 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 

会 議 

  

 

 

 第２回 

会 議 

 

資料２   

令和４年度実績調査報告 

6 年度予算（案） 

6 年度 

スケジュール 

第２期計画施策・事業の実施 

３年度の 

点検・評価 

【C・A】 

２年度の 

点検・評価 

【C・A】 

４年度の 

点検・評価 

【C・A】 

５年度の 

点検・評価 

【C・A】 

 

第１期計画 

（27～31年度） 

点検・評価 

【C・A】 

６年度 

予算作成 



第３期二宮町子ども・子育て支援事業計画 

アンケート調査の概要について 

 

１．調査目的 

子ども・子育て支援事業計画の策定に必要な基礎データの把握及び住民の教

育・保育等に関する利用意向等のニーズの状況把握のために行う。 

 

２．調査対象者 

  ・就学前児童がいる世帯のうち 700世帯 

・就学児童がいる世帯のうち 300世帯 

 合計 1,000世帯に配布。 

 

３．調査期間 

  令和５年 12月中旬から下旬を予定 

 

４．調査方法 

  委託により実施 

  回収後、委託業者が分析を行う。 

 

５．調査項目 

  国から示されている調査票を基本とする。 

 

６．実施スケジュール 

  令和５年 12月中旬 調査票発送 

       12月下旬 調査票回収 

  令和６年  2月下旬 調査速報を委託業者より報告 

       3月中旬 第 2回会議にて結果報告 

        3月下旬 成果物納品 

 

資料３   



第３期二宮町子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案）

令和５年度

2023年

項目 作業の概略

ニーズ調査

・調査票作成

・調査準備・実施

・回収調査票点検・入力

・集計・分析

報告書の作成 ・報告書作成

子ども・子育て会議 ・会議運営

２月 ３月

資料４

１２月

【令和５年度】

１０月 １１月 １月

調査票作成・調査準備 調査実施 集計・分析

【第１回】

29日

調査票案の

提示

報告書作成

【第２回】

中旬

集計結果報告



第３期二宮町子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案） 平成29年3月30日更新

令和６年度

2024年 2025年

項目 作業の概略

子ども・子育て会議 ・会議運営

将来推計等
・基本理念、施策の体系、重点施策等の設定
・将来推計

現状把握
・統計的把握
・上位計画及び関連計画の動向把握
・子育て施策の実態把握及び課題の抽出

計画の素案作成
・計画策定の方針の検討・整理
・計画書の校正、内容、施策体系等の整理
・計画骨子、素案、計画（案）の作成等

パブリックコメント
・公表用ファイル作成
・回答案の作成

第3期計画書の作成 ・原稿作成、デザイン、印刷

【令和６年度】

４月 ５月 ６月 ７月 １月 ２月 ３月８月 ９月 10月 11月 12月

統計的把握

計画書印刷

表紙・概要版
デザイン作成

【第２回】

素案原案の提示

【第４回】

計画最終案提示

計画原稿の作成

【第１回】

現状と課題、

骨子案の検討

【第３回】

素案最終調整

計画書・概要版表紙・概要版計画原稿の作成

パブリックコメント

実施
意見とりまとめ・反

映

・上位計画及び関連計画の動向把握

・子育て施策の実態把握及び課題の抽出

骨子案の作成 素案の作成
会議の意見反映等修正

人口推計

集計（家庭類型） 量の見込みの算出

とりまとめ

整備量の検討

確保方策の検討
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